
18 18 13 8 9 6 16 11 15 3 0 5 5 0 0 18 0 0 0 10 1 8 0 0 0 0 1 1 5 0 0 11 1 2 2

香川県 高松市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香川県 丸亀市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香川県 坂出市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 懇談会や保護者面談時に個別に周知 ○ ○ ○

香川県 善通寺市 ○ ○ ○ ○ ○
児童扶養手当等の担当課で認定等の手続きの際
に、就学援助制度についての周知をおこなってい
る。

○ ○ ○ ○

香川県 観音寺市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市のHP・広報誌への掲載や、学校を通じた案内文
書の配布、入学説明会や就学時健康診断の機会に
も案内文書を配布するなど、積極的に周知を行って
いる。

香川県 さぬき市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 認定要件の記載

香川県 東かがわ市 ○ ○ ○
関係部署の相談員等から個別に案内
各小中学校懇談会で配布

○ ○ ○
新規申請の場合、事務局で保護者に聞き取りを行
う。

○ ○

香川県 三豊市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香川県 土庄町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香川県 小豆島町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香川県 三木町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

香川県 直島町 ○ ○
毎年度の入学前にこども園を通じて就学援助制度の
書類を配布

○ ○ ○

香川県 宇多津町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香川県 綾川町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香川県 琴平町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香川県 多度津町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

香川県 まんのう町 ○ ○ ○ ○
期末懇談会などの際に、制度についての案内(チラ
シ)を掲示。

○ ○ ○

香川県
香川県三豊
市観音寺市
学校組合

○ ○ ○ ○ ○ ○

市区町村都道府県

１．就学援助制度の周知方法

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるもの全てに○）

（２）（１）のコの内容

（３）就学援助（要保護・準要保護）の申請期間
（あてはまるもの１つに○）

（４）（３）のオの内容・補足事項

（５）就学援助（要保護・準要保護）の申請書の提出方法
（あてはまるもの全てに○）

（６）（５）のクの内容

（７）就学援助制度の周知方法や申請書の表記等の工夫（あ
てはまるもの全てに○）

（８）（７）のカの内容

ク．その
他

ア．目に
つきやす
いタイト
ルや平
易な文面
の使用

イ．漢字
にはフリ
ガナを付
記

ウ．援助
対象とな
る年間所
得の目
安額等を
記載

エ．各費
目の援
助額や
年間総
援助額
の記載

オ．外国
語の申
請書を作
成

キ．毎年
度の進
級時に就
学援助
制度の
書類を配
布

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

ケ．教育
委員会
から児童
生徒がい
る世帯へ
案内を送
付

コ．その
他

ア．申請
締切を設
定し，期
間内の
申請の
み受け付
け

イ．随時
申請を受
け付けて
おり，年
度当初
分から援
助

ア．教育委員
会のウェブサ
イトに制度を
掲載

イ．自治
体の広
報誌等に
制度を記
載

ウ．就学
案内の
書類に記
載又は
就学案
内の書
類ととも
に配布

エ．就学
時健康
診断の
際に就学
援助制
度の書
類を配布

オ．学校
の入学
説明会で
就学援
助制度
の書類を
配布

カ．入学
時に就学
援助制
度の書
類を配布

ウ．随時
申請を受
け付けて
おり，締
切を過ぎ
た申請の
場合は
申請月
や認定
月以降
分から援
助

エ．各学
期で申請
締切を設
定し、各
学期始
めから援
助

オ．その
他

ア．申請
を希望す
る者が学
校に提出

イ．申請
を希望す
る者が教
育委員

会に提出

ウ．申請
を希望す
る者が学
校もしく
は教育

委員会に
提出

カ．その
他

エ．申請
の有無に
かかわら
ず、全員
が学校に

提出

オ．申請
の有無に
かかわら
ず、全員
が教育

委員会に
提出

カ．申請
の有無に
かかわら
ず、全員
が学校も
しくは教
育委員

会に提出

キ．就学
援助シス
テムを

使って提
出

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について



18 18

香川県 高松市

香川県 丸亀市

香川県 坂出市

香川県 善通寺市

香川県 観音寺市

香川県 さぬき市

香川県 東かがわ市

香川県 三豊市

香川県 土庄町

香川県 小豆島町

香川県 三木町

香川県 直島町

香川県 宇多津町

香川県 綾川町

香川県 琴平町

香川県 多度津町

香川県 まんのう町

香川県
香川県三豊
市観音寺市
学校組合

市区町村都道府県

17 0 0 0 0 1 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 0 9 7 5 6 11 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
次年度案内の際、小学校入学の弟・妹がいる受給
者に案内

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
就学前健康診断の際に案内を配布すると同時に担
当者より説明をしている。

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 学校組合立中学校のため小学校はない。

＜小学校＞（３）（１）でアと回答した場合
は入学前支給を導入した時期、イと回
答した場合は導入開始を検討（予定）し
ている時期

＜小学校＞（４）（１）でアと回答した場合、支給した時期（複数回支給している場合は最初の時期） ＜小学校＞（５）（１）でアと回答した場合、小学校入学前の者に対する周知方法（あてはまるもの全てに○）

ア．令和
５年度
（令和６
年度新
入学分）
以前

イ．令和
６年度
（令和７
年度新
入学分）

ウ．令和
７年度
（令和８
年度新
入学分）
以降

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月 ウ．１０月 エ．１１月 オ．１２月

＜小学校＞（１）実施・検討状況について

＜小学校＞（２）（１）のカの内容カ．その
他

ア．入学
前支給を
行ってい

る

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが、
現在検

討はして
いる

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず、現
在検討も
していな

い

エ．そも
そも新入
学学用

品やその
費用を無
償化して
いるた

め、入学
前支給を
行ってい

ない

オ．そも
そも対象
者がいな
いため、
入学前
支給を

行ってい
ない

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類とともに
配布

エ．就学
時健康診
断の際に
案内を配
布

オ．学校
の入学前
説明会の
際に案内
を配布

カ．域内
の幼稚園
や保育所
で案内を
配布

キ．域内
の小中
学校で在
校生及
び保護
者に対し
て案内を
配布（兄
弟姉妹
がいる場
合など）

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

イ．規則
改正など
の内部
手続きに
時間が
かかるか
ら

ウ．認定
回数が
増える、
支給後に
転居へし
た場合の
対応な
ど、事務
業務量
が増加
するから

エ．（入
学前支
給とは異
なる）自
治体独
自の教
育費負
担軽減
制度があ
るから

＜小学校＞（６）（５）のコの内容
＜小学校＞（７）（４）でア．イ．ウ．エに○をした場
合、（入学前支給の）①周知時期、②申請期日、③
（アの場合）支給時期

＜小学校＞（８）（１）でウと回答した場合のその理
由（あてはまるもの全てに○）

＜小学校＞（９）（８）のエ及びオの内容オ．その
他

令和６年７月時点の市区町村の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

カ．　１月 キ．　２月 ク．　３月 ケ． ４月
初旬（入
学式前）

ア．教育
委員会の
ウェブサイ
トに案内を
掲載

イ．自治
体の広報
誌等に案
内を掲載

ケ．小学
校入学
予定者
がいる家
庭へ案
内を送付

コ．その
他

ア．予算
の確保
が困難だ
から

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）



18 18

香川県 高松市

香川県 丸亀市

香川県 坂出市

香川県 善通寺市

香川県 観音寺市

香川県 さぬき市

香川県 東かがわ市

香川県 三豊市

香川県 土庄町

香川県 小豆島町

香川県 三木町

香川県 直島町

香川県 宇多津町

香川県 綾川町

香川県 琴平町

香川県 多度津町

香川県 まんのう町

香川県
香川県三豊
市観音寺市
学校組合

市区町村都道府県

18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月ア．令和５
年度（令
和６年度
新入学
分）以前

イ．令和６
年度（令
和７年度
新入学
分）

ウ．令和７
年度（令
和８年度
新入学
分）以降

＜中学校＞（２）（１）のカの内容

＜中学校＞（３）（１）でアと回答した場合は
入学前支給を導入した時期、イと回答した
場合は導入開始を検討（予定）している時
期

＜中学校＞（４）（１）でアと回答した場合、支給した時期（複数回支給している場合は最初
の時期）

ウ．１０
月

ケ． ４月
初旬（入
学式前）

エ．１１月 オ．１２
月

カ．　１月 キ．　２
月

ク．　３月

＜中学校＞（１）実施・検討状況について

ア．入学
前支給を
行ってい

る

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが、
現在検

討はして
いる

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず、現
在検討も
していな

い

＜中学校＞（６）（５）のエ及びオの内容ア．予算
の確保
が困難だ
から

イ．規則
改正など
の内部
手続きに
時間が
かかるか
ら

ウ．認定
回数が
増える、
支給後に
転居へし
た場合の
対応な
ど、事務
業務量
が増加
するから

エ．（入
学前支
給とは異
なる）自
治体独
自の教
育費負
担軽減
制度があ
るから

オ．その
他

＜中学校＞（５）（１）でウと回答した場合のその理
由（あてはまるもの全てに○）

令和６年７月時点の市区町村の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

エ．そも
そも新入
学学用

品やその
費用を無
償化して
いるた

め、入学
前支給を
行ってい

ない

オ．そも
そも対象
者がいな
いため、
入学前
支給を

行ってい
ない

カ．その
他

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）



18 18

香川県 高松市

香川県 丸亀市

香川県 坂出市

香川県 善通寺市

香川県 観音寺市

香川県 さぬき市

香川県 東かがわ市

香川県 三豊市

香川県 土庄町

香川県 小豆島町

香川県 三木町

香川県 直島町

香川県 宇多津町

香川県 綾川町

香川県 琴平町

香川県 多度津町

香川県 まんのう町

香川県
香川県三豊
市観音寺市
学校組合

市区町村都道府県

４．就学援助率

（２）（１）
で ソ，タ
又はチ
に○を
した場
合，生
活保護
基準額
等に掛
ける係
数（倍
率）

（３）（１）
で ツに
○をし
た場
合，市
区町村
民税課
税最低
限度額
に掛け
る係数
（倍率）

倍 倍

18 18 14 17 14 18 2 3 7 9 6 2 6 7 3 1 12 0 1 8 16 0 8 0 18

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 教育委員会が特に支給を必要と認めた者。 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 教育委員会が特に認定が必要と認めた者 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 教育委員会が特に支給を必要と認める者 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
教育委員会が特に援助を必要と認める状態にあるも
の

15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他教育委員会が特に必要と認める場合 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 教育委員会が特に支給を必要と認めた者 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 教育委員会が特に必要と認めたもの。 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 教育委員会が特に支給を必要と認める者。 20%未満

３．就学援助制度の根拠規定・認定基準について

ト．その
他

係数
（倍率）

係数
（倍率）

ス．保
護者の
職業が
不安定
で、生
活状態
が悪い
と認め
られる
者

セ．生
活福祉
資金に
よる貸
付け

ソ．生
活保護
の基準
額に一
定の係
数を掛
けたも
の（生
活保護
の基準
額が変
わると
自動的
に要件
が変わ
るもの）
（例：生
活保護
の1.3
倍、1.5
倍等）
（係数
（倍率）
を（４）
に記入
してくだ
さい。）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛け
たもの
（生活
保護の
基準額
を参照
して額
を定め
ている
もの）
（例：生
活保護
の1.3倍
の額
（394万
円）、1.5
倍（455
万円）
等）（係
数（倍
率）を
（４）に
記入し

チ．特
別支援
教育就
学奨励
費の需
要額測
定に用
いる保
護基準
額、又
は同基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（係
数（倍
率）を
（４）に
記入し
てくださ
い。記
入例は
コメント
欄参
照）

ツ．市
区町村
民税
（所得
割又は
均等
割）課
税最低
限度額
に一定
の係数
を掛け
たもの
（例：課
税最低
限度額
の1.0
倍、1.5
倍等）
（係数お
よび目
安額を
（５）に
記入し
てくださ
い。）

ウ．市区町村民
税の減免

エ．国民年金保
険料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

ア．生活保護
法に基づく保
護の停止また
は廃止

イ．市区
町村民税
の非課税

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

（５）補足事項

テ．離
職や病
気等の
理由に
よって
家計が
急変し
た者

（１）　令和６年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

（４）（１）でトと回答した場合，その他の基準の内容

キ．保護者が職業安定
所登録日雇労働者

ク．PTA会費、学級費等
の学校納付金の減免が
行われている者

ケ．個人の事業
税の減免

コ．固定資産税
の減免

サ．学
校納付
金の納
付状態
の悪い
者、昼
食、被
服等が
悪い者
または
学用
品、通
学用品
等に不
自由し
ている
者等で
保護者
の生活
状態が
きわめ
て悪い
と認め
られる
もの

シ．経
済的な
理由に
よる欠
席日数
が多い
者 令和５年度



18 18

香川県 高松市

香川県 丸亀市

香川県 坂出市

香川県 善通寺市

香川県 観音寺市

香川県 さぬき市

香川県 東かがわ市

香川県 三豊市

香川県 土庄町

香川県 小豆島町

香川県 三木町

香川県 直島町

香川県 宇多津町

香川県 綾川町

香川県 琴平町

香川県 多度津町

香川県 まんのう町

香川県
香川県三豊
市観音寺市
学校組合

市区町村都道府県

費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項

17 0 0 3 3 3 14 14 0 1 17 0 0 3 3 3 14 14 0 0 5 4 4 1 1 1 0 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 8 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8

○ ○ 11630 ○ ○ 54060 ○ ○ 36605 ○ ○ 30239

○ ○ 11630 ○ ○ 54060 ○ ○ 29639 ○ ○ 11000 10540 医療費については実績がありません。

○ ○ 11630 ○ ○ 54060 ○ ○ 29084 ○ ○ 11000 9564

○ ○ 13900 12453
1年生の支給上限
額11,630円

○ ○ 57060 54060 ○ ○ 44829 ○ ○ 11000 10694 ○ ○ 14000 0

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 31907 ○ ○ 11000 9194 通学用品費は第１学年を除く。

○ ○ 11630 ○ ○ 54060 ○ ○ 33195 ○ ○ 11000 9323 生徒会費及び医療費については実績なし。

○ ○ 11630 ○ ○ 54060 ○ ○ 0 ○ ○ 31843 ○ ○ 11000 10633

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 40020 0 ○ ○ 34706 ○ ○ 11000 8653 通学費、医療費は支給実績なし。

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 34729

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 30486

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 29265

○ ○ 11630 ○ ○ 54060 ○ ○ 0 ○ ○ 40540
「通学費」実績なし　　「校外活動費(宿泊を伴うも
の)」実績なし
「学校給食費」低学年49,000円、高学年52,000円

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 0 ○ ○ 27000
「通学費」、「医療費」については実績なし。「給食費」
年間定額から１食＠295×実食支給に変更した（令
和６年１月より）さらに9月から無償化とする。

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 35812
「学校給食費」については、小学校月額4,300円の年
額とし、転入、転出、随時申請の認定月により減額
あり。

○ ○ 11630 9043 ○ ○ 54060 54060 ○ ○ 35385

○ ○ 11630 11630 ○ ○ 57060 57060 ○ ○ 30598

学用品費及び通学用品費は2～6年生の金額。医療
費は学校保健安全法施行令（昭和33年政令第174
号）第8条に規定する疾病に限り、保護者負担額を
支給。

○ ○ 11630 ○ ○ 57060 ○ ○ 31815 ○ ○ 11000 10150

（１）費目毎の援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 （２）補足事項

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

５．令和６年度準要保護就学援助額

学用品費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

卒業アルバム代等 オンライン学習通信費修学旅行費



18 18

香川県 高松市

香川県 丸亀市

香川県 坂出市

香川県 善通寺市

香川県 観音寺市

香川県 さぬき市

香川県 東かがわ市

香川県 三豊市

香川県 土庄町

香川県 小豆島町

香川県 三木町

香川県 直島町

香川県 宇多津町

香川県 綾川町

香川県 琴平町

香川県 多度津町

香川県 まんのう町

香川県
香川県三豊
市観音寺市
学校組合

市区町村都道府県

６．その他

費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６年
度単価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・
現物支
給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和６
年度単
価

その他 補足事項

18 0 0 3 3 3 15 15 0 1 18 0 0 3 3 3 15 15 0 0 7 4 4 3 3 3 0 0 0 0 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 9 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 9 2

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 75627 ○ ○ 60182

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 72549 ○ ○ 8800 8749
体育実技用具費・医療費については実績があ
りません。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 64291 ○ ○ 8800 8123
　通学用品費2,270円については、2～3年生
についてのみ学用品費に上乗せして支給。

特になし

○ ○ 25000 22461
1年生の支給上限
額22,730円

○ ○ 63000 63000 ○ ○ 70219 ○ ○ 8800 8634 ○ ○ 14000 0

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 80880 80880 ○ ○ 65445 ○ ○ 8800 8613

通学用品費は第1学年を除く。集団宿泊学習
費は、集団宿泊学習における要保護・準要保
護生徒援助費補助金交付要綱（平成31年香
川県教育委員会制定）の規定に基づく補助金
の額を限度とする。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 51270 ○ ○ 8800 8407 医療費については実績なし。

コロナ禍ではコロナのため長期休暇の児童生徒を対
象にタブレット端末の持ち帰りを許可していたが、タ
ブレット端末の活用の具体的な内容及び活用が定
まっていないため、持ち帰りが進んでいないのが現
状である。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 0 ○ ○ 57400 ○ ○ 8800 8800

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 80880 0 ○ ○ 65302 ○ ○ 8800 8648 通学費、医療費は支給実績なし。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 73410

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 60547

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 53005

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 0 ○ ○ 0
「通学費」実績なし
「修学旅行費」実績なし

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 0 ○ ○ 62000

「通学費」、「医療費」については実績なし。
「給食費」年間定額から１食＠295×実食支給
に変更した（令和６年１月より）さらに9月から
無償化とする。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 63785
「学校給食費」については、中学校月額5,100
円の年額とし、転入、転出、随時申請の認定
月により減額あり。

○ ○ 22730 20171 ○ ○ 63000 63000 ○ ○ 59379

○ ○ 22730 22730 ○ ○ 63000 63000 ○ ○ 70307

学用品費及び通学用品費は2～3年生の金
額。医療費は学校保健安全法施行令（昭和33
年政令第174号）第8条に規定する疾病に限
り、保護者負担額を支給。

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 76188 ○ ○ 8800 8800

○ ○ 22730 ○ ○ 63000 ○ ○ 80880 0 ○ ○ 63786 ○ ○ 8800 8200

（２）補足事項

（１）費目毎の援助額

Ⅰ　令和６年度就学援助制度の実施について

５．令和６年度準要保護就学援助額

就学援助制度の運用や、経済的に困窮している児
童生徒に対する貴市町村の取組・対応について、こ
れまでの回答への補足があればご記入ください。

卒業アルバム代等 オンライン学習通信費通学費 修学旅行費学用品費 新入学児童生徒学用品費等

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）


